鴻巣市手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅱ・Ⅲ課程）募集要項

１　目　的　
　　聴覚障がい者の円滑なコミュニケーションを保障するとともに社会参加を支援するために必要な手話通訳者を養成し、障がい者福祉の充実を図ることを目的とします。

２　日　程　　
令和８年１月１４日～令和８年１２月２日の毎週水曜日
実技講習４０回　講義講習３回（全４３回）

３　時　間　　
１９時１５分　～　２１時１５分

４　場　所　　
鴻巣市総合福祉センター
〒３６５－００６２　鴻巣市箕田４２１１－１
ＴＥＬ:０４８－５９７－２１００　ＦＡＸ:０４８－５９７－２１０２

５　対象者　　
次の①から③の全てに該当する方。
1 手話通訳者を目指す健聴者であって、令和８年３月３１日までに１９歳に達している又は達する市内在住、在勤又は在学の方
2 手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅰ課程）修了者又は同程度の技能を有する方
3 受講後に埼玉県で実施する手話通訳者全国統一試験を受ける方

６　定　員　　
２０人

７　受講料　　
６，１６０円（教材費）
　　内訳　手話通訳Ⅱホップステップジャンプ　３，０８０円
　　　　　手話通訳Ⅲホップステップジャンプ　３，０８０円

（裏面へ）
８　申請方法
　　令和７年１２月２４日（水）までに、指定の申込書（別紙）に必要事項を記入の上、
　　障がい福祉課に持参、郵送、ＦＡＸ又はメールにてお申込みください。（郵送の場合
は当日消印有効）

９　面　接　　
市の手話通訳者養成講習会（手話通訳Ⅰ）を受講していない方については、後日、
面接を行います。（審査終了後、速やかに受講の可否を通知します。通知方法は、　　　　
電話又はＦＡＸとします）

10　修了証書の交付
講習会の７割以上（実技講習２８回以上、講義講習２回以上）出席した方に修了証
書を交付します。ただし、遅刻や早退は３回で欠席１回とみなします。また、講義
講習はレポートを提出しなければ出席扱いとしません。

11　その他
①受講料（教材費）は、講習会初日に集金しますので、おつりのないようにご準備
下さい。
②受講申込書に記載した個人情報を、講習会の運営上必要な範囲内で、手話通訳者
養成講習会の関係者に情報提供します。
③申込後のキャンセルはできません。申込みされた場合は受講料（教材費）を
必ずお支払いいただきます。

12　問い合わせ先
　　鴻巣市役所健康福祉部障がい福祉課　障がい福祉担当
　　〒３６５－８６０１　埼玉県鴻巣市中央１－１
　　ＴＥＬ：０４８－５４１－１５３７　ＦＡＸ:０４８－５４１－１３２８
　　メール: shofuku@city.kounosu.saitama.jp

